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１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

１ ） 背 景  

神 津 島 村 で は ，３ ト ン ネ ル を 管 理 し て お り ，ト ン ネ ル に 対 す る 補 修 工 事

を 定 期 的 に 行 っ て ま い り ま し た 。平 成 ２ ９ 年 度 に「 ト ン ネ ル 長 寿 命 化 修 繕

計 画 」を 策 定 し 、２ 回 目 の 点 検 を 令 和 ４ 年 度 に 行 っ た と こ ろ で す 。神 津 島

村 で は 、ト ン ネ ル の 長 寿 命 化 お よ び 維 持 管 理 費 の 縮 減 や 平 準 化 の た め ，管

理 す る ３ ト ン ネ ル を 計 画 対 象 ト ン ネ ル と し て 、修 繕 計 画 策 定 の 更 新 を 行 い

ま し た 。  

２ ） 目 的  

上 述 の よ う な 背 景 か ら ，神 津 島 村 で は 、点 検 結 果 に 基 づ き 行 う 修 繕（ 設

計 、工 事 ）に 対 し て 、管 理 す る ト ン ネ ル の 修 繕 費 用 の 縮 減 や 平 準 化 を 図 る

た め 策 定 し た「 神 津 島 村 ト ン ネ ル 長 寿 命 化 修 繕 計 画 」に つ い て 、「 新 技 術

の 活 用 」を 検 討 し た 上 で 改 定 す る こ と で 、よ り 一 層 の 修 繕 費 用 の 低 減 化 を

促 進 し ま す 。  

 

２．長寿命化修繕計画の対象トンネル 

 本 計 画 が 対 象 と す る ト ン ネ ル は 、 表 ― １ の と お り で す 。  

表 ― １  計 画 対 象 ト ン ネ ル 一 覧  

番
号  

ト ン ネ ル 名  路 線 名  
延 長  
(ｍ )  

幅 員  
(ｍ )  

建 設  
年 度  

経 過  
年 数  

構 造
形 式  

1 錆 﨑 ト ン ネ ル  村 道 1 4 号 線  126 .1  5.0  1992 年  30  NAT M  

2 赤 崎 ト ン ネ ル  村 道 8 6 号 線  176 .0  6.5  1992 年  30  NAT M  

3 大 黒 根 ト ン ネ ル  村 道 8 6 号 線  310 .0  6.5  1998 年  24  NAT M  

 

表 ― ２  計 画 対 象 ト ン ネ ル 数  

長 寿 命 化 修 繕 計 画 数  ト ン ネ ル 数  

 H29年 度 計 画 策 定 ト ン ネ ル 数  3 

R4年 度 計 画 策 定 ト ン ネ ル 数  3 

 

神 津 島 村 が 管 理 す る ３ ト ン ネ ル は 道 路 ト ン ネ ル で あ り 、観 光 地 ル ー ト に

位 置 し て い ま す 。こ の た め ，ト ン ネ ル 全 体 状 況 を 統 括 し 、修 繕 を 引 き 続 き



2 

 

進 め ３ ト ン ネ ル を 維 持 管 理 し て ゆ く 。現 在 、一 般 に 維 持 管 理 寿 命 と い わ れ

る 建 設 後 ５ ０ 年 を 超 え る よ う な 高 齢 化 ト ン ネ ル は あ り ま せ ん が 、２ ６ 年 後

に は す べ て が 建 設 後 ５ ０ 年 を 超 え る ト ン ネ ル こ と に な り ま す 。こ の よ う に 、

今 後 神 津 島 村 内 の ト ン ネ ル の 高 齢 化 が 急 速 に 進 む こ と が 想 定 さ れ る こ と

か ら 、 維 持 管 理 費 用 の 増 加 に 伴 う 財 政 的 負 担 の 増 大 が 懸 念 さ れ ま す 。  

 

図 ― １  ト ン ネ ル 供 用 年 数  

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１ ） 健 全 性 の 把 握  

神 津 島 村 で は 、平 成 ２ ９ 年 度 か ら ト ン ネ ル に 対 し て 、道 路 法 施 行 規 則 第

４ 条 の ５ の ６ に 基 づ く 定 期 点 検 を 実 施 し ま し た 。ト ン ネ ル の 健 全 性 は 、「 道

路 ト ン ネ ル 定 期 点 検 要 領（ 国 土 交 通 省 道 路 局 ）」に 定 め た 健 全 度 の 判 定 区

分 に 基 づ き 、 把 握 し て い ま す 。  

 

表 ― ３  対 策 区 分 「 道 路 ト ン ネ ル 定 期 点 検 要 領 （ 国 土 交 通 省 ） 」  

健 全 度 ラ
ン ク 注  1 )  

状  態  措 置 の 内 容  

Ⅰ  
利 用 者 に 対 し て 影 響 が 及 ぶ 可 能 性 が な い た
め 、 措 置 を 必 要 と し な い 状 態 。  

－  

Ⅱ  

Ⅱ b  
将 来 的 に 、 利 用 者 に 対 し て 影 響 が 及 ぶ 可 能 性
が あ る た め 、 監 視 を 必 要 と す る 状 態 。  

監 視  

Ⅱ a  
将 来 的 に 、 利 用 者 に 対 し て 影 響 が 及 ぶ 可 能 性
が あ る た め 、 重 点 的 な 監 視 を 行 い 、 予 防 保 全
の 観 点 か ら 計 画 的 に 対 策 を 必 要 と す る 状 態 。  

監 視   
計 画 的 に 対 策  

Ⅲ  
早 晩 、 利 用 者 に 対 し て 影 響 が 及 ぶ 可 能 性 が 高
い た め 、早 期 に 措 置 を 講 じ る 必 要 が あ る 状 態 。 

早 期 に 対 策  

Ⅳ  
利 用 者 に 対 し て 影 響 が 及 ぶ 可 能 性 が 高 い た
め 、 緊 急 に 対 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 状 態 。  

直 ち に 対 策  
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令 和 ４ 年 度 に 実 施 し た 定 期 点 検 の 結 果 に つ い て 、健 全 性 区 分 Ⅱ が ２ ト ン

ネ ル で 全 体 の ２ ／ ３ を 占 め て い ま す 。大 黒 根 ト ン ネ ル だ け が 健 全 性 区 分 Ⅲ

と な り ま す が 、 現 在 起 点 側 坑 口 部 で の 立 入 禁 止 措 置 が 継 続 さ れ て い ま す 。 

 
番

号  
トンネル名  延 長 ( m )  

完 了  

年 度  

判 定 区 分  トンネル   

健 全 性  
記 事  

外 力  材質劣化 漏 水  付 属 物  

1  錆 崎 トンネル  1 2 6 . 1  1 9 9 2  Ⅰ  Ⅱ a  Ⅰ  〇  Ⅱ  鋼 材 腐 食 ､施 工 目 地 部 うき  

2  赤 崎 トンネル  1 7 6 . 0  1 9 9 2  Ⅰ  Ⅱ a  Ⅰ  〇  Ⅱ  鋼 材 腐 食 ､施 工 目 地 部 うき  

3  大 黒 根 トンネル  3 1 0 . 0  1 9 9 8  Ⅲ  Ⅱ a  Ⅰ  ×  Ⅲ  被 災 によるひび割 れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

錆 﨑 ト ン ネ ル        赤 崎 ト ン ネ ル       大 黒 根 ト ン ネ ル  

図 ― ２  管 理 対 象 ト ン ネ ル の 健 全 性 状 況  

 

２ ） 日 常 的 な 維 持 管 理 に 関 す る 基 本 的 な 方 針  

ト ン ネ ル 等 を 良 好 な 状 態 に 保 つ た め 、日 常 的 な 維 持 管 理 と し て 、パ ト ロ

ー ル 、清 掃 な ど を 徹 底 し ま す 。軽 微 な 損 傷 や 機 能 不 全 及 び 漏 水 に 対 し て は 、

予 防 的 保 全 処 置 と し て 簡 易 な 処 理 を 講 じ て 劣 化 要 因 を 早 期 に 解 明 し 、除 去

し ま す 。地 震 等 が 発 生 し た 場 合 は 、ト ン ネ ル 等 の 状 態 を 確 認 す る た め に 行

う 臨 時 点 検 な ど を 実 施 し ま す 。  

  

４．対象トンネルの長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する方針 

予 防 的 な 修 繕 等 の 実 施 を 徹 底 す る こ と に よ り 、劣 化 が 顕 在 化 す る 前 に 健

全 度 を 回 復 さ せ る こ と で 、維 持 管 理 費 を 削 減 し ま す 。ま た 、Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ

ク ル を 確 実 に 実 行 す る こ と で 、計 画 的 な 維 持 管 理 を 実 施 し て い く こ と と し

ま す 。  

実 施 可 能 な 計 画 を 策 定 す る た め に 、補 修 事 業 の 前 倒 し や 先 送 り を 調 整 し 、

中 ・ 長 期 計 画 に お け る 年 間 予 算 の 平 準 化 を 行 い ま す 。  
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５．長寿命化修繕計画における維持管理方針 

神 津 島 村 で は 、 「 予 防 保 全 型 」 の 管 理 を 基 本 と し 、 健 全 性 Ⅱ aを 管 理 水

準 と し ま す 。 よ っ て 、 予 算 の 範 囲 内 で 優 先 度 な ど を 考 慮 し 、 Ⅱ a判 定 と 診

断 さ れ た 場 合 は 、速 や か に 修 繕 を 行 い 、修 繕 後 の ト ン ネ ル が 健 全 性 Ⅰ に 回

復 す る よ う に し ま す 。  

 

図 ― ３  管 理 対 象 ト ン ネ ル の 健 全 性 状 況  

 

６．新技術の活用に関する方針 

ト ン ネ ル 定 期 点 検 を 実 施 す る 際 に は 、 点 検 支 援 技 術 性 能 カ タ ロ グ （ 案 ）

や 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム （ NET IS） な ど を 参 考 に し 、 コ ス ト 削 減 及 び 事

業 の 効 率 化 を 図 る た め 、 点 検 新 技 術 等 の 活 用 を 検 討 し ま す 。  

修 繕 な ど の 事 業 を 実 施 す る 際 に は 、 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム （ NET I S）

な ど を 参 考 に し 、コ ス ト 削 減 及 び 品 質 向 上 を 図 る た め 、新 技 術 、新 工 法 等

の 活 用 を 検 討 し ま す 。  

 

７ ． 短 期 的 な 数 値 目 標 及 び そ の コ ス ト 縮 減 効 果  

 修 繕 や 点 検 な ど の 事 業 の 実 施 に あ た っ て は 、新 技 術 等 の 活 用 を 検 討 し 、

コ ス ト 縮 減 や 事 業 の 効 率 化 を 図 り ま す 。  

 令 和 ６ 年 度 ～ 令 和 １ ０ 年 度 の ５ 年 間 に お け る 方 針 は 、修 繕 対 象 の ３ ト

ン ネ ル で 新 技 術 を 活 用 し 、従 来 技 術 を 使 用 し た 場 合 と 比 較 し て 約 １ ５ ０ 万

円 の コ ス ト 縮 減 を 目 指 し ま す 。
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８．長寿命化修繕計画による効果 

全 ト ン ネ ル に つ い て 、対 症 療 法 的 な 維 持 管 理 を 行 っ た 場 合（ 事 後 保 全 型 ）

と ト ン ネ ル 長 寿 命 化 修 繕 計 画 に 基 づ く 計 画 的 な 維 持 管 理（ 予 防 保 全 型 ）を

行 っ た 場 合 の ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト を 試 算 し ま し た 。  

 

図 ― ４ ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト の 試 算  

 

今 後 ５ ０ 年 間 に ト ン ネ ル 長 寿 命 化 修 繕 計 画 に 基 づ く 計 画 的 維 持 管 理 を

行 っ た 場 合 、ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト は 、従 来 型 維 持 管 理 と 比 べ 、 ２ ．３ 億

円 か ら １ ．４ 億 円（ ▲ ０ ．９ 億 円 ）に 減 少 し 、約 ３ ９ ％ の 縮 減 効 果 が 見 込

ま れ ま す 。  

今 後 ２ ６ 年 間 に 全 ３ ト ン ネ ル が 建 設 後 ５ ０ 年 を 超 え る た め 、計 画 的 維 持

管 理 に よ る 長 寿 命 化 に よ り 、今 後 ５ ０ 年 間 に お い て ト ン ネ ル 補 修 の 集 中 と

ト ン ネ ル の 急 速 な 劣 化 を 事 前 に 防 ぐ こ と 、計 画 的 な 予 算 に よ っ て ラ イ フ サ

イ ク ル コ ス ト を 最 小 限 に す る こ と が 可 能 と な っ た こ と が あ げ ら れ ま す 。  
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９．対象トンネルごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新時期 

対 象 ト ン ネ ル ご と の 点 検 時 期 及 び 修 繕 予 定 時 期 を 別 紙 － 1に 示 し ま す 。  

ま た 、 主 な 補 修 内 容 を 表 － 5に 示 し ま す 。  

表―５  主な補修内容  

対 象

箇 所  
材 質  変 状 の 種 類  対 策 工 の 種 類  

新 技 術 の

導 入 検 討  

覆 工  
コ ン ク

リ ー ト  

ひ び 割 れ  
ひ び 割 れ 充 填 工 ・

ひ び 割 れ 注 入 工  
 

う き  当 て 板 工  〇  

鋼 材 腐 食  断 面 修 復 工  〇  

漏 水  線 導 水 樋 工   

 

１０．計画策定担当部署および意見聴取した専門知識を有する学識経験者 

１ ） 計 画 策 定 担 当 部 署  

  神 津 島 村 役 場  建 設 課  Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ４ ９ ９ ２ － ８ － ０ ０ １ １  

 

２ ） 意 見 聴 取 し た 専 門 知 識 を 有 す る 学 識 経 験 者  

  芝 浦 工 業 大 学  工 学 部  土 木 工 学 科  勝 木 太 教 授   
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定 ：定期定検 設 ：補修設計 補 ：補修工事

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072

1 錆﨑トンネル R4 Ⅱ 設 　 補 定 定 定 定 設 補 定 定 定 定 定 定

2 赤崎トンネル R4 Ⅱ 設 補 定 定 定 設 補 定 定 定 定 定 定 定

3 大黒根トンネル R4 Ⅲ 設 補 補 定補 定 定 設 補 補 補 定 定 定 定 定 設 補 補 補 定 定

0.0 9.1 5.8 5.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 6.1 8.1 4.8 4.8 7.0 3.0 3.4 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.0 4.8 4.8 4.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0事業費用（百万円）

事業計画一覧表（総括表）

年度

別紙－１

番号 トンネル名

点
検
年
次

健
全
性

 

 


